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沖縄県内から県外へ酒類を出荷したとき 

～酒税の差額課税申告・納税が必要です～ 
【制度の概要】 

１ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（以下「沖特法」という。）による酒税の軽減 

  沖特法により、沖縄県における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して、酒税 

の負担の調整を図る経過措置が講じられています。 

酒類製造業者が、沖特法の適用される酒類を沖縄県内に移出した場合は、酒税法により算出した 

酒税額（100％＝本則税額）から、５％〜35％軽減された酒税額（95％〜65％＝軽減後の税額）

を申告・納税しています。【沖特法施⾏令第 72 条】（下図 ①） 

２ 差額課税制度 

  沖特法による酒税の軽減は、沖縄県内に課税移出された酒類に限定されます。 

このため、沖縄県内に移出され、酒税額が軽減されている酒類を、酒類製造業者または酒類販 

売業者（以下「販売業者等」という。）が県外に向けて移出する場合は、軽減を受けた 5％〜35％ 
分の酒税相当額を別途、販売業者等が申告・納税しなければなりません。【沖特法第 81 条第１項 
及び第３項、第４項】（下図 ②） 

 

●沖縄復帰特別措置法（沖特法）による差額課税の概要図 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●沖特法が適用される酒類・軽減割合 

(1) 沖縄県内で復帰前から製造免許を受けていた酒造場が沖縄県内へ出荷する酒類に限り適用 

されます。現行法における適用期間は、単式蒸留焼酎（泡盛）が令和１４年５月１４日まで、 

ビール等（単式蒸留焼酎以外の酒類）が令和８年９月３０日までです。 

(2) 酒税法の税率（本則税率）から軽減される割合は、次のとおりです。 

酒造場から直接県外へ出荷した場合は、酒税法の本則税率が適用される 

販売業者等が県外へ出荷する場合

は、沖特法の軽減は適用されない

ため、軽減されていた本則税額と

の差額分（5％～35％分）につい

て、申告・納税が必要となる。 

 販売業者等が 

「差額課税」の 

申告・納税 

沖 

縄 

県 

外 

販
売
業
者
等 

 
酒造場が沖縄県内へ出荷

した場合は、沖特法が適用 

され、軽減後の税額により 

申告・納税される。 
 

沖
縄
県
内
の
酒
造
場 

① 

② 
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【単式蒸留焼酎の軽減割合】 

   前年度県内課税移出 
適用期間               数量 1,300 KL 超 200 KL 超〜 

1,300 KL 以下 200 KL 以下 

〜令和６年５⽉１４⽇ 本則税額の 65％の課税（▲35％） 

令和６年５⽉ 15 ⽇〜 
（2024 年 5 ⽉ 15 ⽇〜） 

本則税額の 75％ 
の課税（▲25％） 

本則税額の 70％ 
の課税（▲30％） 

本則税額の 65％ 
の課税（▲35％） 

令和８年５⽉ 15 ⽇〜 
（2026 年 5 ⽉ 15 ⽇〜） 

本則税額の 85％ 
の課税（▲15％） 

本則税額の 80％ 
の課税（▲20％） 

令和 11 年５⽉ 15 ⽇〜 
（2029 年 5 ⽉ 15 ⽇〜） 

本則税額の 95％ 
の課税（▲5％） 

本則税額の 90％ 
の課税（▲10％） 

令和 14 年５⽉ 15 ⽇〜 
（2032 年 5 ⽉ 15 ⽇〜） 廃 止 

 

 

【ビール等（単式蒸留焼酎 以外）の酒類の軽減割合】 

適用期間 軽減割合 

〜 令和５年９⽉ 30 ⽇（2023 年 9 ⽉ 30 ⽇） 本則税額の 80％の課税（▲20％） 

令和５年 10 ⽉１⽇（2023 年 10 ⽉ 1 ⽇）〜 本則税額の 85％の課税（▲15％） 

令和８年 10 ⽉１⽇（2026 年 10 ⽉ 1 ⽇）〜 廃 止 
 

(3) 差額課税の計算例 ～泡盛（アルコール分 43 度、720ｍｌ）１２本を県外へ販売した場合～ 

○A  720ｍｌ × 12 本  ＝ 8,640ｍｌ  

○B  ○A ×43％（度数に応じた泡盛の税率） ＝ 3,715 円  ☜本則税額 

○C  ○B ×65％（沖特法の軽減率）      ＝ 2,414 円  ☜沖縄県内だけに適用される税額 

○D   ○B －○C                  ＝ 1,301 円 ☜差額課税 

 

 

アルコール分 45％超の泡盛（原料用ｱﾙｺｰﾙ）も含まれます 

 円未満の端数は、税率・軽減率を乗じるごとに切捨て! 

単式蒸留焼酎の「前年度県内課税移出数量」は各酒造場にご確認ください 

泡盛（単式蒸留焼酎）は、アルコ

ール分 45％以下のものです 
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【差額課税の申告方法について】 

申告方法は、次の２つの方法があり、いずれかひとつの方法で申告を行います。 

ｅ-Ｔａｘで電子申告することも可能です。 

１ 月まとめ申告（平成 29 年 4 月新設） 

▶ 税務署長の承認を受ければ、ひと月分をまとめて申告を行うことができます。 

▶ 積込みを行った月の翌月末日が申告書の申告期限となります。 

▶ 主たる積込み場所の所轄税務署へ「差額課税申告に係る申告期限の特例承認申請書」を提出し、 

承認を受ける必要があります（注１）。 

▶ 一度承認を受ければ、取りやめる場合等以外は再度申請書の提出は必要ありません（注２、３）。 

▶ みなし納税地を指定することとなりますので、例えば那覇署管轄の那覇空港を納税地に指定した 

場合に、北那覇署管轄の那覇港新港（安謝港）で積込みを行っていても、まとめて那覇税務署へ 

申告することができます。 

＊申告書は様式 CC1-8013 を、承認申請書は様式 CC1-8015 をご利用ください（注４）。 

（注１）承認を受けるには要件を充足している必要があります。 

（注２）承認を受けた後、みなし納税地を変更する場合又は取りやめる場合は、手続きが必要と 

なりますのでご注意ください。 

（注３）期限延長承認（CC1-8008）を受けていても、当該承認を受けた場合は月まとめ申告 

    を適用することとなります。 

（注４）様式 CC1-8015 の承認申請書は書面で提出をお願いします。様式 CC1-801３の月ま 

    とめ申告を e-Tax で提出しようとする場合は、CC1-8006 の様式を使用して「仕向先 

の所在地及び名称」欄に「○月分」と月まとめの月分を入力し、「積込年月日」欄に当該月 

分の月末の日付（「令和○年○月 31 日」）を入力してから提出（送信）をお願いします。 

 

２ 都度申告 

▶ 積込み日ごとに申告書を作成し、積込みを行った日が申告書の提出期限となります。 

▶ 積込み場所が納税地となります。 

（例）那覇空港      ⇒ 那覇税務署へ申告 

那覇港新港（安謝港）⇒ 北那覇税務署へ申告 

本部港       ⇒ 名護税務署へ申告 

宮古空港・平良港  ⇒ 宮古島税務署へ申告 

石垣空港・石垣港  ⇒ 石垣税務署へ申告 

＊申告書は様式 CC1-8006 をご利用ください。 

積込みを行った日の都度、その日に申告書を提出するのが困難なとき！ 

「差額課税に係る酒税納税申告書提出期限延長承認申請書」を（以下「延長承認申請書」という。） 

提出し承認を受けた場合、約２週間申告期限を延長することができます。 

申告期限は、月の１日から 15 日分が当月末、16 日から月末分が翌月 15 日となります。 

ただし、月末及び 15 日が土日又は祝日等の場合はその前日等の平日が申告期限となります。 

延長承認申請書は延長する申告期限ごとに作成（ひと月に２件作成）して、積込み予定日の 

１週間前までに提出してください。 

※延長承認申請書をひと月に２件ずつ複数月分作成し、事前にまとめて提出することもできます。 

＊延長承認申請書は様式 CC1-8008 をご利用ください。 

酒税納税 

申告書 

または「令和○年○月 30 日」 
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３ 租税特別措置法の適用を受けている酒類の差額課税について 

～租税特別措置法（以下「措置法」という。）の軽減を受けている酒類の差額課税の計算例～ 

例：泡盛（アルコール分 43 度、720 ㎖）１２本を県外へ販売した場合。 

○A   720ｍｌ × 12 本 ＝ 8,640ｍｌ  

○B   ○A ×43％（度数に応じた泡盛の税率）＝ 3,715 円  ☜本則税額 

○C   ○B ×80％（措置法の軽減率）     ＝ 2,972 円 ☜租税特別措置法適用後の税額 

○D   ○C ×65％（沖特法の軽減率）    ＝ 1,931 円  ☜沖縄県内だけに適用される税額 

○Ｅ    ○C －○D                 ＝ 1,041 円 ☜差額課税 
 

▶ 措置法の概要及び軽減割合は、下記のＱＲコードから国税庁ホームページでご確認ください。 

▶ 差額課税の計算は、本則税額に、措置法による軽減率をかけてから、沖特法による軽減率を 

かけて計算します。その際、円未満の端数は、税率・軽減率を乗じる各段階ごとに切捨てしな 

がら計算してください。 

▶ 措置法による酒税の軽減が適用されるかどうかは、酒造場によって異なりますので、適用の有無 

については各酒造場にお問い合わせください。 

▶ 各酒造場に措置法適用の有無を確認しなかった場合は、措置法を適用せずに計算して申告して 

も差し支えありません。 

 

【納付について】 

▶ 積込み月（積込み日の属する月）の翌々月末日が納付期限です。 

▶ 納付書は各税務署の受付窓口にあります。銀行等で納付できます。 

▶ 都度申告の場合は、積込み日ごとに納付書を記載、作成して納付します。 

▶ ｅ-Ｔａｘから電子納税（ダイレクト納付など）をすることもできます。 

（※手続きが必要ですので、下記のＱＲコードから e-Tax ホームページでご確認ください。） 

 

   ↓国税庁ＨＰ ≪酒税関係法令等の改正≫    ↓ｅ-ＴａｘＨＰ ≪電子納税≫ 

（https://www.nta.go.jp/ ）         （https://www.e-tax.nta.go.jp ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい手続き等については、那覇税務署 酒類指導官にお尋ねください。 

０９８－８６７－３１０１（内線３１０・３１１） 

     ※自動音声が流れます。ダイヤル「２」を選択し、 

「内線 310 又は 311」とお伝えください。 

円未満の端数は、税率・軽減率を乗じるごとに切捨て! 

https://www.nta.go.jp/
https://www.e-tax.nta.go.jp
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CC1-8013 

令和 ○ 年 10 月分 酒 税 納 税 申 告 書（差額課税月まとめ申告用） 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○税務署長 殿 

販

売

場

等 

（所在地及び名称）〒 900–0029 

那覇市旭町９ 

国税商店 

（電話番号 098 － 000 － 1111 ） 

申 

 

告 

 

者 

（所在地及び名称）〒 901-2550 

浦添市宮城５丁目６番１２号   

           国税 太郎                  

（電話番号 098 － 000 － 0000 ） 

個人番号又は 

法人番号 

↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ 

沖特法第 81 条第４項の承認を 

受けた年月日及び承認番号 
（承認年月日） 令和 元年 ５月 １０日 

（承 認 番 号） 那覇 第○○○○号 

沖特令第 87 条第６項の規定に 

より指定を受けたみなし納税地 
那覇市字鏡水 150（那覇空港） 

下記のとおり、酒税の納税申告書（期限後申告書、修正申告書、還付請求申告書）を提出します。 

記 

納 

付

す

べ

き

税

額

等 

区 分 この申告書による税額  
修 正 申 告 の 場 合 の  

修 正 申 告 前 の 確 定 額  

※ 

算 出 税 額 
①          円 

2,894 

⑤ 

端 数 切 捨 額 
② 

94 

⑥ 

還付を受ける金額 
③ ⑦ 

納 付 す べ き 税 額 
④（①－②） 

2,800 
⑧ ⑨（④－⑧＋⑦－③）  円 

2,800 

還付を受けよ

うとする銀行

等又はゆうち

ょ銀行 

１ 銀行等    銀行          本店・支店 

         金庫・組合 

         農協・漁協       本所・支所 

         預金    口座番号        

２ ゆうちょ銀行又は郵便局 

  店舗名       

  通常貯金の 

  記 号 番 号       －          

(税額算出表) 

酒 類 の

品 目 別 

ｱﾙｺｰﾙ 

分別 

その他 

の区分 

①課税標準 

数量 
②税率 

③税額 

（①×②） 
④既納付税額 

⑤差引税額 

（③－④） 
摘  要 

泡盛（単式蒸

留焼酎） 

度 

43 

 mℓ 
8,640 

円 

0.43 
円 

3,715 
円 

2,414 
円 

1,301 
 

〃 43  8,640 0.43 2,972 1,931 1,041 措 

泡盛（原料用

アルコール） 
60  1,800 0.6 1,080 864 216 

 

ビール 5  8,400 0.2 1,680 1,344 336  

合 計     9,447 6,553 2,894  

税 理 士 

署 名 押 印 

〒   － 

 

㊞ 

（電話番号   －   －    ） 

税理士法上

の書面提出

の有無 

 税理士法第 30条の書面提出有 

 税理士法第 33条の２の書面提出有 

※税務署処理欄 

通信日付印 平成 年 月 日 
確 認 
者 印 

 番号確認 身元確認 確認書類 
個人番号カード／通知カード・運転免許証 
その他（                ）  

□ 済 

□ 未済 徴収カード  
等 整 理 

 審 査 
者 印 

             
            

 

酒 税 
記 入 例（月まとめ用） 

計算途中の１円未満の端数は､
切捨てて下さい。 

単式蒸留焼酎は ③×0.65 
その他の酒類は ③×0.80 
※沖特法の軽減割合は段階的に変更されます 
 

「税率」欄は、提出方法により次の税率を記載してください。 
            （ｅ－Ｔａｘの場合） （紙申告の場合） 
（例）単式蒸留焼酎４３度 ⇒    ４３０，０００円      ０．４３ 
          〃      ３０度 ⇒    ３００，０００円      ０．３０ 
  原料用ｱﾙｺｰﾙ  ６０度 ⇒      ６００，０００円           ０．６０ 

ビール       ⇒    ２００，０００円      ０．２０ 

※税率は R5 年 10 月、R8 年 10 月に変更されるものがありますので国税庁ＨＰ 
 をご確認ください。 

措置法の適用がある場合は、措置法の軽減率適用後の税額です。 

≪e-tax の場合≫ 
e-tax ソフトが更新されるまでの間、様式
CC1-8006 の下記の欄に入力してください 

 
積込年月日は月末の日付を入力します↑ 

措置法の
適用があ
る場合、
「措」と
記入する 
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CC1-8015 

差額課税申告に係る申告期限の特例承認申請書 
 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

那覇 税務署長 殿 

申 

 

告 

 

者 

（住所）〒 901-2550 

浦添市宮城５丁目６番１２号 

 

（電話番号 098 － 000 － 0000 ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

（ふりがな）   こくぜい たろう 

        国税  太郎                  

個人番号又は 

法人番号 

↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ 

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 81条第４項の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

酒 類 販 売 場 

所 在 地 那覇市旭町９ 

名 称 国税商店 

申請の日の属する月の前月の 

末日以前６か月内の申告書 

提出回数及び積込み数量 

提 出 回 数 １２ 回 

積 込 み 数 量 １０３   

積 込 み 場 所 の 所 在 地 主たる積込み場所 那覇市字鏡水 150（那覇空港） 

その他の積込み場所 那覇市港町１丁目地先（那覇港新港） 

みなし納税地として指定を 

受けようとする場所の所在地 
那覇市字鏡水 150（那覇空港） 

納 税 地 と す る 理 由 利便性が良いため 

摘 要  

 

（承認番号）      第     号 

令和  年  月  日 

 

税務署長          ㊞ 

 

上記申請について、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 81条第４項の規定による承認をするとともに、上

記場所の所在地をみなし納税地として指定します。 

 

※ 税務署処理欄 

番号確認 身元確認 確認書類 
個人番号カード／通知カード・運転免許証 
その他（                ） 

入力年月日 担当者印 

 □ 済 

□ 未済 
  

            
            

酒 税 

※
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
は
、
税
務
署
提
出
用
２
通
の
内
１
通
の
み
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

収受印 

２
通
提
出 

記 入 例 

指定を受けようとする

場所の所轄税務署へ

提出してください 

みなし納税地として

指定を受けたい場所

を記載してください。 

 

申告書作成を行う販売場を記載してください。 

（注）現に事業（積込み）を行ってない場所は該当しません。 

現に事業（積込み）を行っている場所が納税地となります。 

（例） 那覇空港        ⇒ 那覇税務署 
那覇港新港(安謝港） ⇒ 北那覇税務署 
本部港            ⇒ 名護税務署 
宮古空港 ・平良港  ⇒ 宮古島税務署、 
石垣空港 ・石垣港  ⇒ 石垣税務署 
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記 入 例（都度申告用） 
CC1-8006 

酒 税 納 税 申 告 書（ 差 額 課 税 用 ） 
 
令和 年 月 日 

 
 
 
 
 

税務署長 殿 
 

販

売

場

等 

（所在地及び名称）〒 901-1234 
沖縄市 △△△ １丁目○○番○○号 
○○ショッピングセンター１階  国 税 商 店 

（電話） 
０９８ 

５６７局 
１２３４番 

申 
 
告 
 
者 

（所在地及び名称）〒 901-2550 

浦添市宮城５丁目６番１２号   

  国税 太郎 

（電話）０９８ 
局 
番 

個人番号又は 

法人番号 

↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
             

 

下記のとおり、酒税の納税申告書（期限後申告書、修正申告書、還付請求申告書）を提出します。 
記 

納 
付 
す 
べ 
き 
税 
額 
等 

区 分 この申告書による税額 修 正 申 告 の 場 合 の  
修 正 申 告 前 の 確 定 額  

※ 

 

 

令和○年９月１０日承認 

（R○. 10. 1 ～ 10. 15 ） 

申告期限：R○. 10. 31 

算 出 税 額 ①  
２，８０２ 

⑤ 

※100 円未満端数切捨 

端 数 切 捨 額 
② 

２ 
⑥ 

還付を受ける金額 
③ ⑦ 

 
納 付 す べ き 税 額 

④（①－②） 
２，８００ 

⑧ ⑨（④－⑧＋⑦－③）  円 
２，８００ 

還付を受け

ようとする

銀行等又は

ゆうちょ銀

行 

１ 銀行等  銀行        本店・支店 
       金庫・組合 
       農協・漁協     本所・支所 
       預金    口座番号      

２ ゆうちょ銀行又は郵便局 
  店舗名       
 
  通常貯金の  記 号 番 号       －         

(税額算出表) 

酒 類 の

品 目 別 
ｱﾙｺｰﾙ 
分別 

その他 
の区分 

 
課 税 標 準 
数 量 

 
 

税 率 

 
税 額 

既 納 付 
 

税 額 

 
差 引 税 額 

 
摘  要 

泡盛（単式

蒸留焼酎） 

 

４３ 

 mℓ 

４，３２０ 

 
0.43 

円 
１，８５７ 

円 
１，２０７ 

円 
６５０ 

 

〃 ４３  ４，３２０ 0.43 １，４８５ ９６５ ５２０ 措 
         
         

ビール ５  ８，４００ 0.20 １，６８０ １，３４４ ３３６  
泡盛（原料

用ｱﾙｺｰﾙ） 

 

６０ 

  

１０，８００ 

 

0.60 
 

６，４８０ 

 

５，１８４ 

 

１，２９６ 

 

合 計     １１，５０２ ８，７００ ２，８０２  
沖縄の復帰

に伴う特別

措置に関す

る法律第八

十一条第一

項の場合 

船舶又は航空機への  
積込場所の所在地 

那覇市港町１丁目地先 

安謝港 
沖縄の復帰に

伴う特別措置

に関する法律

第八十一条第

二項の場合 

譲渡先の住所
及び氏名又は
名称 

 

仕向先の所在地 
及び名称 

東京都港区 

  ○○酒店 他 
用途変更又は

譲渡の理由 
 

積 込 年 月 日 令和 ○年１０月 ２日 
用途変更又は

譲渡の年月日 
令和 年 月 日 

 
税 理 士 
証 明 押 印 

〒 
 
（電話番号  －  －   ） 

税理士法上

の書面提出

の有無 

 税理士法第 30 条の書面提出有 
 

 税理士法第 33 条の２の書面提出有 

通信日付印 令和 年 月 日 
確 認 
者 印 

 番号確認 身元確認 確認書類 
個人番号カード／通知カード・運転免許証 
その他（                ）  

□ 済 

□ 未済 徴収カード  
等 整 理 

 審 査 
者 印 

             
            

 

酒 税 

 差額課税申告書の

提出期限延長承認を

受けた場合は、承認

年月日等を記載して

ください。 

（ｅ-Tax で申告する

場合は〔仕向先の所

在地〕欄などに記載

してください。） 

措置法の適用がある場合⇒ 措と記入 

積込場所が納税地になります 
・那覇港新港（安謝港）⇒ 北那覇税務署へ申告 
・那覇空港          ⇒ 那覇税務署 
・本部港           ⇒ 名護税務署 
・宮古空港･平良港   ⇒ 宮古島税務署 
・石垣空港･石垣港   ⇒ 石垣税務署 
※積込場所ごとに作成して各税務署へ申告します 

単式蒸留焼酎は×0.65 
その他の酒類は×0.80 
※沖特法の軽減割合は段階的に変更されます 

措置法の適用がある場合は、措置法の軽減率適用後の税額です 

ｅ－Ｔａｘで提出する場合、「税率」欄は KL 当たりの 
税率を入力して提出してください ※税率は R5 年 10 月、R8
年 10 月に変更されるものがありますので国税庁ＨＰをご確認くださ

い。 （例）単式蒸留焼酎 43 度 ⇒ ４３０，０００円 
ビール     ⇒  ２００，０００円 

原料用アルコール 60 度 ⇒  ６００，０００円  

計算途中の１円未満の端数は､ 
切捨てて下さい。 

申告期限 
積込日が申告書の提出期限です 

納付期限  
積込日の翌々月の末日が納付期限です 
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CC1-8008 

差額課税に係る酒税納税申告書提出期限延長承認申請書 
 

 

    

 

 

 

                  ⇒ひと月に２件ずつ複数月分を作成し、まとめて申請することもできます 

令和○年 7 月 18 日 

 

 

 

 

税務署長 殿 

申

請

者 

（住所）〒 ９０１－２５５０ 

 浦添市宮城５丁目６番１２号 

電話 

 ０９８ 

０００-００００ 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

国 税  太 郎     

（法人番号） 

     

税務署提出用 2通のうち 1通のみに記載してください。 

             
 

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第 87 条第１項の規定により申告書の提出期限延

長の承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

積込場所又は製造場と 
みなされた酒類販売場の 
所在地及び名称 

那覇市鏡水１５０ 

那覇空港 

所定期限までに申告書を 
提出できない理由 申告手続きの合理化を図るため 

申告書提出予定年月日 令和○年８月３１日 

移

出

酒

類 

移出（予定）年月日 令和○年８月１日～令和○年８月１５日 

移 出 先 東京都千代田区大手町１－３－３ 財務酒販㈱ 外 

種 類 ・ 品 目 別 泡盛（単式蒸留焼酎） リキュール ビール 「移出（予定）年月

日」の期間にかかる

主な移出予定酒類

は各日とも左記の

とおり 

ア ル コ ー ル 分 ＊＊度 ＊＊度  

容 器 の 容 量 区 分 720  mℓ 500  mℓ 350  mℓ 

数 量 ＊＊＊＊ mℓ ＊＊＊＊mℓ ＊＊＊＊mℓ 

摘 要 納期限：令和○年１０月３１日 

第     号 

令和  年  月  日 

税務署長        ○印  

上記申請に係る申告期限の延長は、延長後の期限を平成  年  月  日とし承認します。 

主な移出予定の酒類について記載してください。 

  

必ず記載してください。 

 

※ 差額課税の申告・延長申請は 便利な e-Tax をご利用ください。 

≪記入例≫ 

積込場所の港、空港を

記載してください。 

積込日の翌々月末日です。 

移出（予定）年月日 

    １日～１５日  
  １６日～月末  

（延長期間が１ヶ月以内の

ため）月の前半と後半で分

けて、ひと月に２件ずつ作成

して申請してください。 

差額課税の申告期限は積込日となっていますが、 
この申請書により約２週間 申告期限を延長することができます。 

申告書提出予定年月日 

 その月の月末 
 翌月の１５日 と ご記入ください。 

月末･１５日が土日及び祝日等に当たる場合は、 

その前日 又は前々日の 平日をご記入ください。 

移出（予定）年月日の 
開始日の１週間前まで

に提出してください。 

２
通
提
出 


